
         

東

京

都

北

区

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

八

年

一

月

六

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

ス

ポ

ー

ツ

推

進

委

員

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

三

条

中

「

五

十

九

名

」

を

「

五

十

六

名

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

区

民

文

化

顕

彰

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

八

年

一

月

三

十

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

区

民

文

化

顕

彰

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

区

民

文

化

顕

彰

規

則

（

昭

和

六

十

三

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

六

条

第

四

項

中

「

地

域

振

興

部

長

」

の

下

に

「

、

産

業

経

済

文

化

部

長

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

八

年

一

月

三

十

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

三

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

九

条

第

二

項

中

「

別

に

定

め

る

」

を

削

り

、

同

項

第

一

号

中

「

三

月

前

の

月

の

二

十

日

か

ら

末

日

ま

で

」

を

「

二

月

前

の

月

の

六

日

か

ら

十

五

日

ま

で

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

初

日

か

ら

七

日

ま

で

」

を

「

四

日

か

ら

十

三

日

ま

で

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

末

日

（

当

該

二

月

前

が

十

二

月

で

あ

る

と

き

は

二

十

八

日

）

」

を

「

二

十

七

日

」

に

、

「

前

月

の

七

日

」

を

「

二

月

前

の

二

十

五

日

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

当

該

申

請

」

を

「

、

当

該

申

請

」

に

改

め

、

同

条

中

第

七

項

を

削

り

、

第

八

項

を

第

七

項

と

す

る

。

 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

第

七

項

」

を

「

第

六

項

」

に

、

「

承

認

し

た

と

き

は

、

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

（

別

記

第

八

号

様

式

）

を

交

付

」

を

「

承

認

し

、

当

該

使

用

を

承

認

さ

れ

た

者

か

ら

の

使

用

料

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

）

の

納

付

を

確

認

し

た

と

き

は

、

電

子

計

算

組

織

に

よ

り

当

該

者

に

承

認

の

旨

を

提

示

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。
 

 
 

た

だ

し

、

申

請

者

か

ら

求

め

が

あ

っ

た

場

合

は

、

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

（

別

記

第

八

号

様

式

）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

第

十

条

第

三

項

中

「

前

二

項

」

を

「

第

一

項

及

び

前

項

」

に

、

「

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

- 1 -



承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

二

項

中

「

前

条

第

八

項

」

を

「

前

条

第

七

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

２

 

前

条

第

四

項

か

ら

第

六

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

申

請

を

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

申

請

と

併

せ

て

区

長

が

別

に

定

め

る

方

法

に

よ

り

使

用

料

の

納

付

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

当

該

方

法

に

よ

る

手

続

を

も

っ

て

、

前

項

に

規

定

す

る

使

用

料

の

納

付

と

み

な

す

。

 

３

 

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

使

用

の

承

認

を

受

け

た

者

は

、

係

員

か

ら

承

認

を

受

け

た

者

で

あ

る

こ

と

の

確

認

の

求

め

が

あ

っ

た

場

合

は

、

当

該

確

認

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

書

類

等

の

提

示

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

十

二

条

第

一

項

中

「

者

は

、

」

の

下

に

「

第

九

条

第

四

項

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

申

請

書

又

は

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

中

「

東

京

都

北

区

体

育

器

具

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

（

別

記

第

十

三

号

様

式

）

」

を

「

第

十

条

第

一

項

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

削

る

。

 

 

第

十

三

条

中

「

別

記

第

十

四

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

三

号

様

式

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

四

条

第

四

項

中

「

別

記

第

十

五

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

四

号

様

式

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

五

条

第

二

項

中

「

東

京

都

北

区

体

育

館

使

用

料

還

付

請

求

書

（

別

記

第

十

六

号

様

式

）

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

取

消

申

請

書

兼

還

付

申

請

書

（

別

記

第

十

五

号

様
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式

）

」

に

、

「

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

区

長

は

、

前

項

の

申

請

に

つ

い

て

、

そ

の

承

認

を

し

た

と

き

は

、

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

取

消

承

認

書

兼

施

設

使

用

料

還

付

決

定

通

知

書

（

別

記

第

十

六

号

様

式

）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。
 

 

別

記

第

六

号

様

式

（

乙

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第6号様式（乙）（第9条関係） 

予約番号：     ／グループ番号：   年 月 日 

東京都北区立体育施設使用申請書 

東京都北区長 殿 申請者名    

代表者名 

副代表者名 

 

下記のとおり申請いたします。 

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

その他 

使用料計  減免額   消費税  ％対象の合計  消費税額  請求額  

 

納付済額 

     

 

 

未納付額  

収納状態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

- 4 -



 
別

記

第

八

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

- 5 -



 

第8号様式（第10条関係） 

予約番号：     ／グループ番号：   年 月 日 

東京都北区立体育施設使用承認書 

使用者名 

代表者名 

副代表者名 

 

下記のとおり承認します。 

管理事務所： 

 

 

東京都北区長          印 

 

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

その他 

使用料計  減免額 消費税  ％対象の合計  消費税額  請求額  

 

納付済額 

    

 

 

未納付額  

収納状態  

収納日時 / 収納場所  年  月  日      

 

 

（使用条件） 

１．使用者は使用の際、登録証及びこの承認書を必ず係員へ提示し、使用に当たっては係員の指示に従ってください。 

２．使用時間は、準備・後片付けに要する時間も含みます。 

３．使用の取消しをする場合は、体育系窓口へ利用日２週間前までに必ず申し出てください。 

４．屋外施設で使用当日雨天の場合は、使用施設管理事務所に連絡し指示に従ってください。

- 6 -



 
別

記

第

十

二

号

様

式

（

甲

）

か

ら

第

十

三

号

様

式

ま

で

を

削

り

、

第

十

一

号

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第12号様式（第12条関係） 

申請年月日    年  月  日   

東京都北区立体育器具使用申請書 

 

  東京都北区長 殿                      登録番号           

代表者                        

住 所                        

ふりがな                    

下記のとおり申請いたします。                      代表者                        

氏 名                        

ふりがな                    

（以下の項目に記入し、又は該当するものに○印を付けてください。）     （チーム名）                      

 

   部分の記入は要りません。                     連絡先（自・勤）                   

 

施 設 承 認 番 号 
     
           

     

施 設 使 用 年 月 日       年   月   日（  ） 

使 用 施 設  

使  用  器  具  一  覧 

器 具 名 ＣＤ 
使用 

有無 
数 

単
価 

使用料 

（円） 
器 具 名 ＣＤ 

使用 

有無 
数 

単
価 

使用料 

（円） 

バスケット（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）      ピ ア ノ      

バレーボール（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）      拡声装置（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）      

ハ ン ド ボ ー ル      電 光 表 示 装 置      

バ ド ミ ン ト ン      陸 上 用 具 一 式      

卓 球      走 高 跳 一 式      

体 操 用 具      棒 高 跳 一 式      

鉄 棒      ヤ リ 投 一 式      

平 行 棒      円 盤 投 一 式      

あ ん 馬      砲 丸 投 一 式      

跳 馬      ハ ン マ ー 投 一 式      

つ り 輪      ハ ー ド ル 一 式      

平 均 台      競 争 一 式      

段 違 い 平 行 棒      備 付 け 器 具 （ 運 動 場 用 ）      

床 運 動 マ ッ ト      拡 声 装 置 （ 運 動 場 用 ）      

ト ラ ン ポ リ ン            

体 操 用 ソ フ ト マ ッ ト            

ス ト レ ッ チ ン グ マ ッ ト            

柔道用畳（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）            

剣 道 防 具            

弓 一 式       使用料計  

 
 
    

 

 

 

受 付 所 属  
受 付 者 

確 認 
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別

記

第

十

四

号

様

式

を

第

十

三

号

様

式

と

し

、

第

十

五

号

様

式

を

第

十

四

号

様

式

と

し

、

同

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第15号様式（第15条関係） 
還付番号:   年  月  日 

東京都北区立体育施設使用承認取消申請書 

兼還付申請書 

東京都北区長 殿  

 

既納使用料の還付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 還付金額（税込） - 
内訳 消費税 ％対象の合計額 - 

消費税 - 

申請者名  

 

代表者 

住所            

電話  

 

特記事項 
 

予約状況  変更・取消・還付事由  

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

使用料計 

 
減免額 

 
税抜額(A) 

 
税額(消費税率:  ％)(B) 

 
現請求額(A+B) 

 

収納日  
税抜額(C) 

 
税額(消費税率:  ％)(D) 

 
納付済額(C+D) 

 
未納額 

 
還付充当済額 

 
還付金額 

 

 

 

氏 名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

- 10 -



 
別

記

第

十

六

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第16号様式（第15条関係） 
還付番号:   年  月  日 

東京都北区立体育施設使用取消承認書 

兼施設使用料還付決定通知書 

使用者名  

 

使用料の還付について、次のとおり決定したので承認します。                        

 還付金額（税込） -  
  内訳 消費税  対象の合計額               -                                  
             消費税              - 
                                        

【還付明細】 

特記事項 
 

予約状況  変更・取消・還付事由  

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

使用料計 

 
減免額 

 
税抜額(A) 

 
税額(消費税率: ％)(B) 

 
現請求額(A+B) 

 

収納日  年  月  日 
税抜額(C) 

 
税額(消費税率: ％)(D) 

 
納付済額(C+D) 

 
未納額 

 
還付充当済額 

 
還付金額 

 

  
 

 

東京都北区長           印 
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付

 

則

 
（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

九

条

第

二

項

の

規

定

は

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

体

育

館

の

施

設

（

以

下

単

に

「

体

育

館

の

施

設

」

と

い

う

。

）

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

五

月

以

後

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

同

月

前

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

３

 

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

五

月

で

あ

る

も

の

に

係

る

改

正

後

の

規

則

第

九

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

第

一

号

中

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

月

の

六

日

か

ら

十

五

日

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

十

日

か

ら

同

月

十

九

日

ま

で

」

と

、

同

項

第

二

号

中

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

四

日

か

ら

十

三

日

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

九

日

か

ら

同

月

十

八

日

ま

で

」

と

読

み

替

え

て

適

用

す

る

。

 

４

 

改

正

後

の

規

則

第

九

条

第

四

項

の

規

定

は

、

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

四

月

以

後

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

同

月

前

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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５
 

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

四

月

で

あ

る

も

の

に

係

る

改

正

後

の

規

則

第

九

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

の

う

ち

、

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

も

の

に

あ

っ

て

は

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

七

日

ま

で

に

、

同

項

第

二

号

に

掲

げ

る

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

も

の

に

あ

っ

て

は

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

五

日

」

と

あ

る

の

は

「

は

、

令

和

八

年

二

月

二

十

八

日

」

と

、

体

育

館

の

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

同

年

五

月

で

あ

る

も

の

に

係

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

七

日

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

」

と

、

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

五

日

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

三

十

日

」

と

読

み

替

え

て

適

用

す

る

。

 

６

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

現

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

た

も

の

は

、

改

正

後

の

規

則

の

相

当

す

る

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

 

７

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

改

正

前

の

規

則

別

記

第

六

号

様

式

（

乙

）

、

第

十

二

号

様

式

（

甲

）

、

第

十

二

号

様

式

（

乙

）

及

び

第

十

四

号

様

式

か

ら

第

十

六

号

様

式

ま

で

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

八

年

一

月

三

十

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

九

条

第

二

項

中

「

別

に

定

め

る

」

を

削

り

、

同

項

第

一

号

中

「

東

京

都

北

区

立

新

荒

川

大

橋

野

球

場

」

を

「

東

京

都

北

区

立

北

運

動

場

、

東

京

都

北

区

立

新

荒

川

大

橋

野

球

場

、

東

京

都

北

区

立

新

荒

川

大

橋

サ

ッ

カ

ー

場

」

に

改

め

、

「

東

京

都

北

区

立

浮

間

子

ど

も

ス

ポ

ー

ツ

広

場

」

の

下

に

「

、

東

京

都

北

区

立

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

場

、

東

京

都

北

区

立

豊

島

北

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

」

を

加

え

、

「

三

月

前

の

月

の

二

十

日

か

ら

末

日

ま

で

」

を

「

二

月

前

の

月

の

六

日

か

ら

十

五

日

ま

で

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

初

日

か

ら

七

日

ま

で

」

を

「

四

日

か

ら

十

三

日

ま

で

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

末

日

（

当

該

二

月

前

が

十

二

月

で

あ

る

と

き

は

二

十

八

日

）

」

を

「

二

十

七

日

」

に

、

「

前

月

の

七

日

」

を

「

二

月

前

の

二

十

五

日

」

に

改

め

、

同

条

中

第

七

項

を

削

り

、

第

八

項

を

第

七

項

と

す

る

。

 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

承

認

し

た

と

き

は

、

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

（

別

記

第

七

号

様

式

）

を

交

付

」

を

「

承

認

し

、

当

該

使

用

を

承

認

さ

れ

た

者

か

ら

の

使

用

料

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

）

の

納

付

を

確

認

し

た

と

き

は

、

電

子

計

算

組

織

に

よ

り

当

該

者

に

承

認

の

旨

を

提

示

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。
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た

だ

し

、

申

請

者

か

ら

求

め

が

あ

っ

た

場

合

は

、

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

（

別

記

第

七

号

様

式

）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

第

十

条

第

四

項

中

「

第

二

項

」

を

「

第

四

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

条

第

三

項

中

「

前

二

項

」

を

「

第

一

項

及

び

前

項

」

に

、

「

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

中

第

二

項

を

第

四

項

と

し

、

第

一

項

の

次

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

２

 

前

条

第

四

項

か

ら

第

六

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

申

請

を

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

申

請

と

併

せ

て

区

長

が

別

に

定

め

る

方

法

に

よ

り

使

用

料

の

納

付

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

当

該

方

法

に

よ

る

手

続

を

も

っ

て

、

前

項

に

規

定

す

る

使

用

料

の

納

付

と

み

な

す

。

 

３

 

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

使

用

の

承

認

を

受

け

た

者

は

、

係

員

か

ら

承

認

を

受

け

た

者

で

あ

る

こ

と

の

確

認

の

求

め

が

あ

っ

た

場

合

は

、

当

該

確

認

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

書

類

等

の

提

示

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

第

十

二

条

第

一

項

中

「

者

は

、

」

の

下

に

「

第

九

条

第

四

項

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

申

請

書

又

は

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

中

「

東

京

都

北

区

体

育

器

具

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

（

別

記

第

十

二

号

様

式

）

」

を

「

第

十

条

第

一

項

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

削

る

。

 

 

第

十

三

条

第

一

項

中

「

別

記

第

十

三

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

二

号

様

式

」

に

改

め

る

。

 

- 2 -



 
第

十

四

条

第

四

項

中

「

別

記

第

十

四

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

三

号

様

式

」

に

改

め

る

。

 

 
第

十

五

条

第

二

項

中

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

取

消

申

請

書

（

別

記

第

十

五

号

様

式

）

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

取

消

申

請

書

兼

還

付

申

請

書

（

別

記

第

十

四

号

様

式

）

」

に

、

「

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

区

長

は

、

前

項

の

申

請

に

つ

い

て

、

そ

の

承

認

を

し

た

と

き

は

、

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

取

消

承

認

書

兼

施

設

使

用

料

還

付

決

定

通

知

書

（

別

記

第

十

五

号

様

式

）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

第

十

六

条

第

一

項

中

「

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

る

。

 

  

別

表

第

一

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の

項

中

「

十

一

月

三

十

日

」

を

「

翌

年

 

 

三

月

三

十

一

日

」

に

改

め

、

「

三

 

十

二

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

午

前

七

時

か

ら

午

後

五

時

ま

で

」

を

削

り

、

同

表

東

京

都

北

区

立

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

場

の

項

開

場

時

間

の

欄

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

 

一

 

東

京

都

北

区

立

中

央

公

園

野

球

場

 

二

 

東

京

都

北

区

立

中

央

公

園

庭

球

場
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一

 

グ

ラ

ウ

ン

ド

及

び

ミ

ー

テ

ィ

ン

グ

ル

ー

ム

 

ア

 

四

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

 

午

前

六

時

か

ら

午

後

九

時

ま

で

 
イ

 

十

一

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 
午

前

九

時

か

ら

午

後

九

時

ま

で

 

二

 

ふ

れ

あ

い

ホ

ー

ル

 

ア

 

四

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

 

午

前

六

時

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

 

イ

 

十

一

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

午

前

九

時

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

 

三

 

ラ

ン

ニ

ン

グ

ス

テ

ー

シ

ョ

ン
 

 
 

ア

 

四

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

 

午

前

六

時

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

（

た

だ

し

、

使

用

受

付

時

間

は

、

午

前

六

時

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で

）

 

イ

 

十

一

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま
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別

記

第

六

号

様

式

（

乙

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

で

 

午

前

九

時

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

（

た

だ

し

、

使

用

受

付

時

間

は

、

午

前

九

時

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で

）

 

- 5 -



  

第6号様式（乙）（第9条関係） 

予約番号：     ／グループ番号：   年 月 日 

東京都北区立体育施設使用申請書 

東京都北区長 殿 申請者名    

代表者名 

副代表者名 

 

下記のとおり申請いたします。 

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

その他 

使用料計  減免額   消費税 ％対象の合計  消費税額  請求額  

 

納付済額 

     

 

 

未納付額  

収納状態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

- 6 -



 
別

記

第

七

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第7号様式（第10条関係） 

予約番号：     ／グループ番号：   年 月 日 

東京都北区立体育施設使用承認書 

使用者名 

代表者名 

   副代表者名 

 

下記のとおり承認します。 

管理事務所： 

 

 

東京都北区長         印    

 

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

その他 

使用料計  減免額 消費税 ％対象の合計  消費税額  請求額  

 

納付済額 

    

 

 

未納付額  

収納状態  

収納日時 / 収納場所   年  月  日      

 

（使用条件） 

１．使用者は使用の際、登録証及びこの承認書を必ず係員へ提示し、使用に当たっては係員の指示に従ってください。 

２．使用時間は、準備・後片付けに要する時間も含みます。 

３．使用の取消しをする場合は、体育系窓口へ利用日２週間前までに必ず申し出てください。 

４．屋外施設で使用当日雨天の場合は、使用施設管理事務所に連絡し指示に従ってください。

- 8 -



 
別

記

第

十

一

号

様

式

（

甲

）

か

ら

第

十

二

号

様

式

ま

で

を

削

り

、

第

十

号

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。

 

 
 

- 9 -



第11号様式（第12条関係） 

申請年月日    年  月  日   

東京都北区立体育器具使用申請書 

 

  東京都北区長 殿                      登録番号           

代表者                        

住 所                        

ふりがな                    

下記のとおり申請いたします。                      代表者                        

氏 名                        

ふりがな                    

（以下の項目に記入し、又は該当するものに○印を付けてください。）     （チーム名）                      

 

   部分の記入は要りません。                     連絡先（自・勤）                   

 

施 設 承 認 番 号       

施 設 使 用 年 月 日       年   月   日（  ） 

使 用 施 設  

使  用  器  具  一  覧 

器 具 名 ＣＤ 
使用 

有無 
数 

単
価 

使用料 

（円） 
器 具 名 ＣＤ 

使用 

有無 
数 

単
価 

使用料 

（円） 

バスケット（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）      ピ ア ノ      

バレーボール（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）      拡声装置（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）      

ハ ン ド ボ ー ル      電 光 表 示 装 置      

バ ド ミ ン ト ン      陸 上 用 具 一 式      

卓 球      走 高 跳 一 式      

体 操 用 具      棒 高 跳 一 式      

鉄 棒      ヤ リ 投 一 式      

平 行 棒      円 盤 投 一 式      

あ ん 馬      砲 丸 投 一 式      

跳 馬      ハ ン マ ー 投 一 式      

つ り 輪      ハ ー ド ル 一 式      

平 均 台      競 争 一 式      

段 違 い 平 行 棒      備 付 け 器 具 （ 運 動 場 用 ）      

床 運 動 マ ッ ト      拡 声 装 置 （ 運 動 場 用 ）      

ト ラ ン ポ リ ン            

体 操 用 ソ フ ト マ ッ ト            

ス ト レ ッ チ ン グ マ ッ ト            

柔道用畳（
滝野川
桐ケ丘
赤 羽

体育館用）            

剣 道 防 具            

弓 一 式       使用料計  

 
 
    

 

 

 

受 付 所 属  
受 付 者 

確 認 
 

 

- 10 -



 
別

記

第

十

三

号

様

式

を

第

十

二

号

様

式

と

し

、

第

十

四

号

様

式

を

第

十

三

号

様

式

と

し

、

同

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第14号様式（第15条関係） 
還付番号:   年  月  日 

東京都北区立体育施設使用承認取消申請書 

兼還付申請書 

東京都北区長 殿  

 

既納使用料の還付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 還付金額（税込） - 
内訳 消費税 ％対象の合計額 - 

消費税 - 

申請者名  

 

代表者 

住所            

電話  

 

特記事項 
 

予約状況  変更・取消・還付事由  

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

使用料計 

 
減免額 

 
税抜額(A) 

 
税額(消費税率: ％)(B) 

 
現請求額(A+B) 

 

収納日  
税抜額(C) 

 
税額(消費税率: ％)(D) 

 
納付済額(C+D) 

 
未納額 

 
還付充当済額 

 
還付金額 

 

 

 

氏 名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

- 12 -



 
別

記

第

十

五

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第15号様式（第15条関係） 
還付番号:   年  月  日 

東京都北区立体育施設使用取消承認書 

兼施設使用料還付決定通知書 

使用者名  

 

使用料の還付について、次のとおり決定したので承認します。                        

 還付金額（税込） -  
  内訳 消費税 ％対象の合計額               -                                  
             消費税              - 
                                        

【還付明細】 

特記事項 
 

予約状況  変更・取消・還付事由  

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

使用料計 

 
減免額 

 
税抜額(A) 

 
税額(消費税率: ％)(B) 

 
現請求額(A+B) 

 

収納日   年  月  日 
税抜額(C) 

 
税額(消費税率: ％)(D) 

 
納付済額(C+D) 

 
未納額 

 
還付充当済額 

 
還付金額 

 

  
 

 

東京都北区長         印 

- 14 -



 
 

 

付

 

則

 
（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

一

 

別

表

第

一

東

京

都

北

区

立

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

場

の

項

の

改

正

規

定

 

令

和

八

年

四

月

一

日

 

二

 

次

項

の

規

定

 
公

布

の

日

 

（

準

備

行

為

）

 

２

 

東

京

都

北

区

立

赤

羽

ス

ポ

ー

ツ

の

森

公

園

競

技

場

の

使

用

申

請

そ

の

他

使

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

３

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

九

条

第

二

項

の

規

定

は

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

体

育

施

設

（

以

下

単

に

「

体

育

施

設

」

と

い

う

。

）

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

五

月

以

後

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

体

育

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

同

月

前

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

４

 

体

育

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

五

月

で

あ

る

も

の

に

係

る

改

正

後

の

規

則

第

九

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

第

一

号

中

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

- 15 -



の

二

月

前

の

月

の

六

日

か

ら

十

五

日

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

十

日

か

ら

同

月

十

九

日

ま

で

」

と

、

同

項

第

二

号

中

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

四

日

か

ら

十

三

日

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

九

日

か

ら

同

月

十

八

日

ま

で

」

と

読

み

替

え

て

適

用

す

る

。

 

５

 

改

正

後

の

規

則

第

九

条

第

四

項

の

規

定

は

、

体

育

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

四

月

以

後

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

体

育

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

同

月

前

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

６

 

体

育

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

四

月

で

あ

る

も

の

に

係

る

改

正

後

の

規

則

第

九

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

の

う

ち

、

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

体

育

施

設

を

使

用

す

る

も

の

に

あ

っ

て

は

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

七

日

ま

で

に

、

同

項

第

二

号

に

掲

げ

る

体

育

施

設

を

使

用

す

る

も

の

に

あ

っ

て

は

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

五

日

」

と

あ

る

の

は

「

は

、

令

和

八

年

二

月

二

十

八

日

」

と

、

体

育

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

同

年

五

月

で

あ

る

も

の

に

係

る

同

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

七

日

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

」

と

、

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

五

日

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

三

十

日

」

と

読

み

替

え

て

適

用

す

る

。

 

７

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

現

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

た

も

の

は

、

改
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正

後

の

規

則

の

相

当

す

る

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

 
８

 
こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

改

正

前

の

規

則

別

記

第

六

号

様

式

（

乙

）

、

第

十

一

号

様

式

（

甲

）

、

第

十

一

号

様

式

（

乙

）

及

び

第

十

三

号

様

式

か

ら

第

十

五

号

様

式

ま

で

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

立

北

ノ

台

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

八

年

一

月

三

十

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

五

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

立

北

ノ

台

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

立

北

ノ

台

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

九

条

第

一

項

中

「

貸

切

り

」

を

「

条

例

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

貸

切

り

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

及

び

第

三

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

第

二

ス

ポ

ー

ツ

広

場

又

は

体

育

館

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

者

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

月

の

六

日

か

ら

十

五

日

ま

で

の

期

間

に

お

い

て

、

電

子

計

算

組

織

を

使

用

す

る

方

法

に

よ

り

申

込

み

を

受

け

、

抽

選

に

よ

り

使

用

予

定

者

を

決

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

使

用

予

定

者

を

決

定

し

た

と

き

は

、

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

当

該

抽

選

の

結

果

を

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 

第

九

条

第

五

項

を

削

り

、

同

条

第

四

項

中

「

第

二

項

」

を

「

第

四

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

条

第

三

項

の

次

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

４

 

前

項

の

規

定

に

よ

る

通

知

を

受

け

た

者

の

う

ち

当

該

施

設

を

使

用

す

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

七

日

ま

で

に

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

申

請

書

（

別

記

第

六

号

様

式

）

に

よ

り

、

区

長

に

申

請

す

る

も

の

と

す

る

。

 

５

 

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

抽

選

に

よ

り

使

用

予

定

者

が

決

定

し

な

い

第

二

ス

ポ

ー

ツ

広

場

又

は
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体

育

館

の

貸

切

り

に

よ

る

使

用

の

申

請

は

、

当

該

施

設

ご

と

に

区

長

が

別

に

定

め

る

日

か

ら

前

項

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

申

請

書

に

よ

り

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

当

該

申

請

を

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

当

該

申

請

の

前

で

あ

っ

て

区

長

が

指

定

す

る

日

か

ら

電

話

又

は

電

子

計

算

組

織

に

よ

り

申

込

み

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

前

条

第

二

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

を

「

前

条

第

四

項

か

ら

第

六

項

ま

で

」

に

、

「

承

認

し

た

と

き

は

、

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

（

別

記

第

七

号

様

式

）

を

交

付

」

を

「

承

認

し

、

当

該

使

用

を

承

認

さ

れ

た

者

か

ら

使

用

料

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

）

の

納

付

を

確

認

し

た

と

き

は

、

電

子

計

算

組

織

に

よ

り

当

該

承

認

の

旨

を

提

示

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

 

 
 

た

だ

し

、

申

請

者

か

ら

求

め

が

あ

っ

た

場

合

は

、

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

（

別

記

第

七

号

様

式

）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

第

十

条

第

三

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項

中

「

前

項

の

規

定

に

よ

る

承

認

を

受

け

て

施

設

等

を

使

用

す

る

と

き

は

、

同

項

の

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

使

用

の

承

認

を

受

け

た

者

は

、

係

員

か

ら

承

認

を

受

け

た

者

で

あ

る

こ

と

の

確

認

の

求

め

が

あ

っ

た

場

合

は

、

当

該

確

認

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

書

類

等

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２

 

前

条

第

四

項

か

ら

第

六

項

ま

で

の

規

定

に

よ

る

申

請

を

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

申

請

と

併

せ

て

区

長

が

別

に

定

め

る

方

法

に

よ

り

使

用

料

の

納

付

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

当

該

方
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法

に

よ

る

手

続

を

も

っ

て

、

前

項

に

規

定

す

る

使

用

料

の

納

付

と

み

な

す

。

 
第

十

二

条

中

「

器

具

使

用

料

（

指

定

管

理

者

に

管

理

を

行

わ

せ

る

場

合

は

、

利

用

料

金

と

す

る

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

「

器

具

の

使

用

料

」

に

改

め

、

同

条

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

に

第

一

項

及

び

第

二

項

と

し

て

、

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

備

付

け

器

具

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

第

九

条

第

四

項

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

申

請

書

又

は

東

京

都

北

区

体

育

器

具

使

用

申

請

書

（

別

記

第

十

号

様

式

）

に

よ

り

区

長

に

申

請

し

、

そ

の

承

認

を

受

け

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

に

つ

い

て

、

そ

の

使

用

を

承

認

し

た

と

き

は

、

第

十

条

第

一

項

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。

 

第

十

三

条

第

二

項

中

「

別

記

第

十

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

一

号

様

式

」

に

改

め

る

。

 

第

十

四

条

の

見

出

し

中

「

取

消

し

」

を

「

取

消

し

等

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

及

び

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

別

記

第

十

三

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

二

号

様

式

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

と

す

る

。

 

第

十

五

条

第

二

項

中

「

北

ノ

台

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

使

用

料

還

付

請

求

書

（

別

記

第

十

四

号

様

式

）

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

取

消

申

請

書

兼

還

付

申

請

書

（

別

記

第

十

三

号

様

式

）

」

に

、

「

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

北

ノ

台

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

使

用

料

還

付

承

認

書

（

別

記

第

十

五

号

様

式

）

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

取

消

承

認

書

兼

施

設

使

用
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料

還

付

決

定

通

知

書

（

別

記

第

十

四

号

様

式

）

」

に

改

め

る

。

 
第

十

六

条

第

一

項

中

「

別

記

第

十

六

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

五

号

様

式

」

に

、

「

東

京

都

北

区

体

育

施

設

使

用

承

認

書

兼

領

収

書

」

を

「

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

使

用

承

認

書

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

別

記

第

十

七

号

様

式

」

を

「

別

記

第

十

六

号

様

式

」

に

改

め

る

。

 

 

別

記

第

六

号

様

式

（

乙

）

及

び

第

七

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第6号様式（乙）（第9条関係） 

予約番号：     ／グループ番号：   年 月 日 

東京都北区立体育施設使用申請書 

東京都北区長 殿 申請者名    

代表者名 

副代表者名 

 

下記のとおり申請いたします。 

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

その他 

使用料計  減免額   消費税 ％対象の合計  消費税額  請求額  

 

納付済額 

     

 

 

未納付額  

収納状態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

- 5 -



 

第7号様式（第10条関係） 

予約番号：     ／グループ番号：   年 月 日 

東京都北区立体育施設使用承認書 

使用者名 

代表者名 

   副代表者名 

 

下記のとおり承認します。 

管理事務所： 

 

 

東京都北区長         印    

 

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

その他 

使用料計  減免額 消費税 ％対象の合計  消費税額  請求額  

 

納付済額 

    

 

 

未納付額  

収納状態  

収納日時 / 収納場所   年  月  日      

 

（使用条件） 

１．使用者は使用の際、登録証及びこの承認書を必ず係員へ提示し、使用に当たっては係員の指示に従ってください。 

２．使用時間は、準備・後片付けに要する時間も含みます。 

３．使用の取消しをする場合は、体育系窓口へ利用日２週間前までに必ず申し出てください。 

４．屋外施設で使用当日雨天の場合は、使用施設管理事務所に連絡し指示に従ってください。

- 6 -



 
別

記

第

十

一

号

様

式

を

削

り

、

第

十

号

様

式

を

第

十

一

号

様

式

と

し

、

第

九

号

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第10号様式（第12条関係） 
 

申請年月日    年  月  日   

東京都北区立体育器具使用申請書 

 

  東京都北区長 殿                      登録番号           

代表者                        

住 所                        

ふりがな                    

下記のとおり申請いたします。                      代表者                        

氏 名                        

ふりがな                    

（以下の項目に記入し、又は該当するものに○印を付けてください。）     （チーム名）                      

 

   部分の記入は要りません。                   連絡先（自・勤）                   

 

施  設  承  認  番  号      

施 設 使 用 年 月 日       年   月   日（  ） 

使 用 施 設 北ノ台スポーツ多目的広場体育館 

使  用  器  具  一  覧 

器 具 名 ＣＤ 
使用 

有無 
数 

単
価 

使用料 

（円） 
器 具 名 ＣＤ 

使用 

有無 
数 

単
価 

使用料 

（円） 

バ レ ー ボ ー ル            

バ ド ミ ン ト ン            

卓 球            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       使用料計  

 
 
    

 

 

 

受 付 所 属  
受 付 者 

確 認 
 

 

- 8 -



 
別

記

第

十

二

号

様

式

を

削

り

、

第

十

三

号

様

式

を

第

十

二

号

様

式

と

し

、

同

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第13号様式（第15条関係） 
還付番号:   年  月  日 

東京都北区立体育施設使用承認取消申請書 

兼還付申請書 

東京都北区長 殿  

 

既納使用料の還付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 還付金額（税込） - 
内訳 消費税 ％対象の合計額 - 

消費税 - 

申請者名  

 

代表者 

住所            

電話  

 

特記事項 
 

予約状況  変更・取消・還付事由  

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

使用料計 

 
減免額 

 
税抜額(A) 

 
税額(消費税率: ％)(B) 

 
現請求額(A+B) 

 

収納日  
税抜額(C) 

 
税額(消費税率: ％)(D) 

 
納付済額(C+D) 

 
未納額 

 
還付充当済額 

 
還付金額 

 

 

 

氏 名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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別

記

第

十

四

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第14号様式（第15条関係） 
還付番号:   年  月  日 

東京都北区立体育施設使用取消承認書 

兼施設使用料還付決定通知書 

使用者名  

 

使用料の還付について、次のとおり決定したので承認します。                        

 還付金額（税込） -  
  内訳 消費税 ％対象の合計額               -                                  
             消費税              - 
                                        

【還付明細】 

特記事項 
 

予約状況  変更・取消・還付事由  

使用目的  

区分  

使用施設  

使用人数  

No. 使用日時 使用施設等 使用料 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

使用料計 

 
減免額 

 
税抜額(A) 

 
税額(消費税率: ％)(B) 

 
現請求額(A+B) 

 

収納日   年  月  日 
税抜額(C) 

 
税額(消費税率: ％)(D) 

 
納付済額(C+D) 

 
未納額 

 
還付充当済額 

 
還付金額 

 

 

東京都北区長         印 
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別

記

第

十

五

号

様

式

を

削

り

、

第

十

六

号

様

式

を

第

十

五

号

様

式

と

し

、

第

十

七

号

様

式

を

第

十

六

号

様

式

と

す

る

。

 
（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）
 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

北

ノ

台

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

九

条

の

規

定

は

、

第

二

ス

ポ

ー

ツ

広

場

又

は

体

育

館

（

以

下

「

施

設

等

」

と

い

う

。

）

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

五

月

以

後

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

設

等

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

同

月

前

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

３

 

施

設

等

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

が

令

和

八

年

五

月

で

あ

る

も

の

に

係

る

改

正

後

の

規

則

第

九

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

二

項

中

「

当

該

施

設

を

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

月

の

六

日

か

ら

十

五

日

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

十

日

か

ら

同

月

十

九

日

」

と

、

同

条

第

四

項

中

「

使

用

す

る

日

の

属

す

る

月

の

二

月

前

の

二

十

七

日

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

」

と

読

み

替

え

て

適

用

す

る

。

 

４

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

現

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

北

ノ

台

ス

ポ

ー

ツ

多

目

的

広

場

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

た

も

の

は

、

改

正

後

の

規

則

の

相

当

す

る

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。
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５
 

改

正

前

の

規

則

別

記

第

六

号

様

式

（

乙

）

、

第

十

号

様

式

、

第

十

一

号

様

式

、

第

十

四

号

様

式

及

び

第

十

六

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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